
 

1 

首都・東京の国際競争力強化に向けた要望 

 

２０１８年６月１５日 

東 京 商 工 会 議 所 

 

東京商工会議所では、「中小企業の再生による日本経済の再生」と「東京と地方が共に栄

える真の地方創生」を活動の二本の柱として掲げており、それらを実現するには物流・人

流の円滑化を促すための社会資本（インフラ）が重要であると認識している。一方、グロー

バル化の進展が極めて速いスピードで進展するとともに、人口減少・少子化・高齢化等、取

り巻く環境の厳しさが増していることからも、世界における東京の存在感を高めるべく、

国際競争力を高めていくことが必要である。そのような中、近年のインフラ整備により、

輸送時間の短縮やコスト低下等の生産性向上効果、災害リスクの低減による安全・安心効

果などのストック効果が目に見えて現れている状況であるが、その整備には継続的かつ網

羅的な取組が必要なものも多いことを踏まえ、東京２０２０大会を契機とするレガシー形

成に資する東京の国際競争力強化に向けた施策について、重点要望項目を設けたうえで、

改めて意見することとした。 

 

１ 首都・東京を取り巻く課題 

東京を取り巻く環境は、グローバル化、技術革新の進展に伴い、世界との都市間競争が

激化している状況下にある。東京は「世界の都市総合力ランキング」において現在３位で

あるが、都市再生の推進、観光インバウンド施策や国際交通ネットワークの強化、法人実

効税率の引き下げや起業・創業支援の拡充、労働生産性向上等、国際競争力強化に向けた

一連の施策を実施することにより、２０２０年には２位になり得るというシミュレーショ

ンが２０１６年に出されており、東京が世界をリードする国際都市としてさらに発展して

いく可能性があることからも、国際競争力の強化は東京の重要な課題である。 

一方、地方や首都圏郊外はもとより、東京都でも約１０年後には人口減少に転じ、２０

４０年代には高齢化率が約３割に達するなど、これまで世界のどの都市も経験したことの

ない少子高齢・人口減少社会を迎えることが予測されている。また、今後３０年間で７０％

の確率で発生すると予想されている首都直下地震のように、人的・物的・経済面など経済

社会のあらゆる面で国難とも言うべき災害リスクがある。 

そのようななか、２年後に迫った東京２０２０大会は、将来の東京及び首都圏の都市形

成にとって大きなチャンスであることから、このチャンスを確実に捉え、有形・無形のレ

ガシーを形成していくことが重要である。 

東京都は、２０４０年代の社会状況や都民の活動イメージを描き、より良い都市の実現

に向けた都市計画である「都市づくりのグランドデザイン」や、東京２０２０大会の成功

と有形無形のレガシー形成に向け、目下の具体的な政策を掲げた「２０２０年に向けた実

行プラン」などの種々の計画を策定している。これらの施策を鋭意推進し、取り巻く環境

の変化に対応することで、日本の成長のエンジンである東京が世界から選ばれ、人が集ま

る都市になるとともに、東京及び首都圏内のみならず、各地方との人流・物流をさらに促

進する環境作りが急務である。 
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（東京を取り巻く主な課題） 

世界との都市間競争の激化 

・アジア主要都市の急速な台頭（インフラ、市場の整備） 

・外国人受入環境整備の重要性（ビジネス・居住・医療等） 

・渋滞損失の発生、港湾・空港の処理能力 ・インフラや建物の老朽化 

・技術革新の進展、対応（近未来技術の実装）等 

人口減少・少子化・高齢化 

・東京への転入超過の継続と高齢人口の増加（医療・介護体制） 

・地方（首都圏郊外）の疲弊、空き地・空き家の増加 

・生産年齢人口の減少による担い手不足（建設、物流等） 

・人と人のつながりや他者を思いやる共助の心の喪失 等 

災害リスク 

・首都直下地震発生リスク（今後３０年で７０％の確率） 

・堤防決壊等による洪水発生リスク 等 

東京２０２０大会を契機としたレガシー形成 

・成熟都市東京における大きなチャンス ・訪日外国人の増加 

 

２ インフラの重要性と本要望の考え方 

インフラは、以下に記載の４つの役割を担っていると考えている。東京を取り巻く課題

を解決し、東京の発展と真の地方創生を実現するためには、インフラのハード・ソフト両

面からの整備が不可欠である。 

 

（インフラの役割）  

都市の魅力向上（国際競争力向上） 

・様々な分野での多様な集積にさらに磨きをかけ、魅力ある都市空間を構築

することで世界から資金や人材、情報を呼び込む。 

対流創出 

・面的な人流・物流の創出により様々な主体の連携・交流や地域間の対流を

創出することで新たな活力や付加価値を生み出す。 

生産性向上 

・働き手の減少を上回る生産性の向上に向け、インフラの「ストック効果」

を最大限に引き出し、企業や社会全体の生産性向上の基盤を構築する。民

間の活力を引き出すためにも官民連携の取組が不可欠である。 

防災力強化 

・世界から見ても、安心・安全を感じることができる街を実現すべく、ハー

ド・ソフト両方からの対策を講じ、東京の防災力強化を図る。 

 

 

東京商工会議所では、昨年６月に「首都・東京の都市整備に関する要望」を策定するな

ど、これまでも意見活動等を積極的に展開してきたが、そもそも、インフラの整備は継続

的かつ網羅的な取組が必要である。一方、資源には限りがあることから「選択と集中」の観

点に立ち、ストック効果の高い施策を優先的に進めることも必要である。 

その上で、都市を取り巻く施策を、「陸・海・空の交通・物流ネットワーク」、「都市整備・

まちづくり」に分け、また、これらのインフラ整備の推進を担い、その質を高めるうえで重
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要となる「社会資本の基盤」、さらには「東京２０２０大会を契機にさらに推進すべき施策」

の観点を加えた４つの分野から個々の施策について検討を行った。個々の施策の進捗状況

を踏まえるとともに、東京の発展に向けて特に加速化が必要な施策、中長期的な社会基盤

維持に向けて特に重要である施策、また、これらのうち官の役割が特に大きい施策を重点

要望項目として選出し、意見することとした。 

 

３ 要望項目 

東京の国際競争力を強化するために必要な政策や民間における取組の推進に関して、下

記の通り要望する。そのうち、特に重要であると考える重点要望項目は次のとおりであ

る。 

 

（重点要望項目） 

○首都圏三環状道路の整備（外環道） …３頁 

○２０２０年大会の成功を支える都心と臨海部を結ぶ 

 幹線道路（環状２号線等）、ＢＲＴの整備促進 

…４頁 

○都心と首都圏空港間のアクセス改善をはじめとした鉄道交通網の強化 …５頁 

○羽田空港の処理能力強化と就航都市数の増加、 …５頁 

 横田基地の軍民共用化、横田空域を含めた航空管制見直しの推進  

○国際海上コンテナターミナル整備事業の推進（東京港） …６頁 

○重要なインフラの老朽化対策の推進 （高速道路、橋梁・トンネル等） …８頁 

○東京の高速道路等の渋滞対策の実施（ボトルネック地点の解消等） …８頁 

○民間活力による都市再生の推進（支援強化・柔軟な運用） …10頁 

○国家戦略特区の特例に基づく都市再生プロジェクトの推進 …11頁 

○エリアマネジメントの推進（都市空間を活用したまちの賑わいの創出） …12頁 

○国際的ビジネス環境整備、シティセールスの推進（世界への発信） …12頁 

○集約型地域構造への再編と空き家・空き地対策の推進 …14頁 

○老朽マンション、団地、ニュータウンの再生及び耐震化の促進、 

 団地等の更新に併せた保育施設や高齢者支援施設の設置促進 

…15頁 

○木密地域等密集市街地の早期改善 …16頁 

○無電柱化の推進 …17頁 

○緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進 …17頁 

○大会開催時の輸送、物流対策の早期策定 …20頁 

○交通機関や公共空間のバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 

「声かけ・サポート運動」の推進 

…21頁 

 

（１）陸・海・空の交通・物流ネットワーク 

①新規整備（ネットワークの拡充） 

○首都圏三環状道路の整備（外環道） 重点要望項目 

首都圏三環状道路は、渋滞解消や環境改善、物流の信頼性向上、地域経済の活性化や広

域観光の促進、雇用の創出をはじめとした高い経済効果など、多岐にわたるストック効果

が期待されている。 
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こうした中、首都高速中央環状線は２０１５年３月に全線開通し、渋滞緩和効果をはじ

め高いストック効果が発現している。また、圏央道は昨年２月に開通した区間がさらに増

えて、東名高速、中央道、関越道、東北道、常磐道、東関東道がつながったことで、広域

観光の振興や生活道路の安全性向上、大型物流施設等の企業立地や生産性の向上、雇用や

税収の増加など多岐にわたるストック効果が確実に発現している。 

しかしながら、首都圏三環状道路の整備率は約８割で、諸外国の主要都市と比較すると

未だ十分な状況ではない。とりわけ、外環道は、千葉区間については本年６月に開通とな

ったものの、他の２つの路線に比べて整備が遅れている状況であることからも着実に整備

していくべきである。 

外環道（関越道～東名高速間）は、上記と同様に都心に流入している通過交通が迂回で

きるようになるため、渋滞解消による高い経済効果に加え、首都圏におけるＣｏ２排出量

削減効果、生活道路等における交通事故の減少など様々な整備効果が期待されている。加

えて、首都直下地震等の大災害発生時には、一部区間に不通が生じた際にも速やかに移動

することが可能となる迂回機能（リダンダンシー）を発揮し、日本の東西交通の分断を防

ぐなど、災害時に重要な役割を担うことからも、東京および首都圏全体の国際競争力の強

化に寄与する重要な道路である。従って、本格化している本体トンネル部の工事を安全か

つ着実に推進するとともに、用地取得、区分地上権取得について国と東京都が連携のうえ

で加速させ、１日も早い開通を目指されたい。 

一方、外環道の東名高速以南（東名高速～湾岸道路間）は、未だルートが確定していな

い予定路線となっているが、同区間が開通すれば関越道・中央道・東名高速と羽田空港や

京浜港とのネットワークが確立され、東京および首都圏全体の国際競争力の強化や都市防

災力の向上に大いに寄与する大変重要な路線である。２０１６年２月に設立された東京外

かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討協議会の場などにおいて検討を進め、環

状道路としての機能を最大限発揮すべく、可能な限り早期に、全体の計画を具体化し、事

業化していく必要がある。なお、事業化した際には、東名高速から第三京浜までの区間

（約４ｋｍ）について早期に整備していくべきである。 

 

○東京２０２０大会の成功を支える都心と臨海部を結ぶ幹線道路（環状２号線等）、 

ＢＲＴの整備促進 重点要望項目 

 東京の道路整備は、わが国経済を活性化させ国際競争力を強化するとともに、災害時に

は首都の中枢機能を堅持するなど大きなストック効果を発揮することから、極めて重要で

ある。 

都内の主要な道路は、東京２０２０大会開催時の円滑な輸送を実現する上で重要な役割

を担うことはもとより、大会を契機とした更なる発展が見込まれる地域へのアクセスを強

化する上でも重要である。 

 特に、都心と臨海部を結ぶ環状２号線など、東京２０２０大会の成功を支え、大会後も

首都機能を最大限に発揮させる道路の整備を推進していくべきである。築地市場の移転後

速やかに、環状２号線は東京２０２０大会に対応するために地上部道路を整備するととも

に、大会時の円滑な通行の確保に向け、交通制御などのソフト対策を講じていくことが望

ましい。加えて、環状２号線本線のトンネルも並行して整備していくことで、大会終了後、

早期に完成させるべきである。 
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加えて、道路の整備に合わせて、公共交通に対する更なる需要の増加が見込まれる臨海

副都心へのアクセスを強化していく必要がある。東京都は、都心と臨海部を結ぶＢＲＴの

運行に向け、２０１６年４月に「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する事業計画」を

策定したが、地元調整、関係者との施設整備等の協議、停留施設を設置するりんかい線の

駅前広場（東京テレポート駅、国際展示場駅）の改修等を着実に推進していくとともに、環

状２号線の整備状況にあわせてＢＲＴの運行を速やかに開始していくことが望まれる。 

 更に、東京の成長・発展に向け、「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化

計画）」に基づき、優先整備路線の計画的な事業化に取り組み、着実に整備を推進していく

ことが期待される。 

 

○都心と首都圏空港間のアクセス改善をはじめとした 

鉄道交通網の更なる強化                      重点要望項目 

世界の都市総合力ランキングでは、東京の強みとして「公共交通の充実・正確さ」が挙げ

られている一方で、「都心から国際空港までのアクセス時間」は強みとは言えない状況であ

る。従って、東京及び首都圏全体の国際競争力を強化するには、首都圏空港（特に羽田空

港）と都心間などのアクセス改善による移動利便性の向上が不可欠である。鉄道路線の整

備、バスの運行充実等に向けて、東京都等関係自治体、国、事業者が緊密に連携し着実に対

応していくことで、アクセスを更に改善していくべきである。 

 また、東京圏における今後の都市鉄道のあり方について、２０１６年４月に国土交通省

交通政策審議会諮問第１９８号に対する答申が公表された。この答申では、国際競争力の

強化に資するプロジェクト、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジ

ェクトとして、路線の新設や既存施設の改良に関するプロジェクトが挙げられている。そ

のうち、東京都では事業化に向けた検討の深度化を図るべく、羽田空港アクセス線（田町

駅付近等～羽田空港）、新空港線（東急蒲田～京急蒲田）、東京８号線（豊洲～住吉）、東京

１２号線（光が丘～大泉学園町）などの６路線を対象に調査費を計上するとともに「東京

都鉄道新線建設等準備基金」を新たに設立した。 

このように、空港間アクセスのみならず、特に地元自治体や事業者から要望が強い路線

については、事業を推進するための課題を整理し、費用対便益や技術的な課題等を検討、

精査するなど整備に向けた取組を着実に進めていくべきである。 

あわせて、首都圏の鉄道交通における混雑緩和や安全性の向上、輸送障害の改善に資す

る取組は引き続き、推進していく必要がある。 

 

○羽田空港処理能力強化と就航都市数の増加、 

横田基地の軍民共用化、横田空域を含めた航空管制見直しの推進 重点要望項目 

世界の都市総合力ランキングでは、国際線直行便就航都市数など国際交通ネットワーク

が強みとは言えない状況であり、東京とロンドンやパリとの国際線直行便就航都市数の差

が依然大きい中、首都圏空港における国際線需要は２０１２年度からの１０年間で約６～

８割増加する見込みであり、概ね２０２０年代前半には約７５万回の容量の限界に達する

見通しとなっている。 

羽田空港は、都心に近く２４時間利用できる空港であり、わが国の将来を左右する重要

なインフラであるため、その機能を十二分に発揮させていくことが必要であり、空港の機
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能強化に向けて、東京２０２０大会の開催までに実現し得る方策として提案されている滑

走路処理能力の再検証、特定時間帯の活用、都心上空飛行経路の設定、駐機場やターミナ

ルビル等の地上施設の整備等について、地元住民や環境、港湾機能等に十分に配慮をした

上で着実に実現し、拡大した昼間の空港容量を使って国際線を約４万回拡大することで、

更なる国際化を推進していくべきである。従って、区市町村や国と連携のうえ、地元への

丁寧な情報提供と、騒音・安全対策を鋭意取り組まれたい。 

加えて、東京２０２０大会の開催以降の方策として提案されている羽田空港の滑走路の

増設についても、港湾機能との共存に配慮した上で、世界最高水準の発着容量年間約１０

０万回の実現に向けた検討の推進が期待される。 

 他方、横田基地の軍民共用化は、首都圏の空港容量の拡大や首都圏西部地域の航空利便

性の向上に寄与することから、早期実現を図ることが望ましい。また、在日米軍が管理す

る横田空域は、一都九県にわたる広大なエリアに広がっている。同空域の一部は２００８

年９月に返還され、羽田空港の容量増加に対応した管制が可能となったが、依然として民

間航空機の運航の支障となっている。より安全で効率的かつ騒音影響の少ない航空交通を

確保していくには、横田空域の早期全面返還を実現することで、首都圏の空域を再編成し、

わが国が一体的に管制業務を行うことが必要である。従って、引き続き、これらの実現に

向けて国に働きかけていただきたい。 

 

○国際海上コンテナターミナル整備事業の推進（東京港） 重点要望項目 

 東京港は、わが国の国際物流を支え、首都圏４千万人の生活と産業を支える極めて重要

な拠点であるが、規模や機能、コストの面でシンガポールや釜山などアジア主要港の急速

な台頭により、国際競争力を強化していくことが課題となっている。 

国土交通省は京浜港と阪神港を国際コンテナ戦略港湾として位置づけ、「選択と集中」に

基づく重点的な投資を行うこととしているが、京浜港の国際的な地位を回復するためには、

必要な機能の整備とコストを含めたソフト面の改善に早急に取り組まなくてはならない。 

こうした中、東京港中央防波堤外側地区では国際海上コンテナターミナル整備事業が進

められている。本整備事業を通じて、大水深コンテナターミナルを整備することにより、

国際海上コンテナ物流において基幹的な航路である欧州航路や北米航路に就航している大

型コンテナ船による効率的な輸送が可能となり、産業立地環境の向上と物流コストの低減

が図られ、東京および首都圏の産業の国際競争力が強化されることが期待される。更に耐

震性を強化した岸壁が整備されることで、震災時においても物流機能が維持されることが

期待されている。そのようななか、東京港中央防波堤外側地区の事業期間が昨年見直され

たことからも、これらの事業の着実かつ迅速な整備が望まれる。 

 

○臨港道路南北線の整備推進 

首都圏の生活と産業を支える東京港は、世界同時不況後も外貿コンテナ取扱量が増大し

ており、施設容量を大幅に上回るコンテナ取扱量が交通混雑等の外部不経済を発生する要

因ともなっている。このため、抜本的な施設容量の向上策として、新たなふ頭の整備及び

既存ふ頭の再編を行うとともに、併せて道路ネットワークの充実・強化を図るなど、交通

混雑の解消に向けた取組が求められている。特に、中央防波堤地区においては、外貿コン

テナターミナル及び内貿ユニットロードターミナルなどのふ頭施設の利用に伴う交通需要
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に対応することが喫緊の課題である。 

上記を踏まえ、臨港道路南北線は、これらの課題解決に向け重要な役割を担う道路であ

ることから、完成予定とされている２０１９年度までに、着実に整備を推進していくべき

である。 

 

○大型クルーズ客船埠頭の整備推進 

 世界のクルーズ人口は、クルーズ船の大衆化が進んだことで大幅に増加している。また、

アジア域内においては、大型クルーズ客船による低価格なカジュアルクルーズの提供が開

始されたことで、クルーズ市場の成長が見込まれていることから、日本への大型クルーズ

客船の寄港需要が高まってきている。 

 東京は鉄道・航空との接続の充実、豊富な観光資源等、大きなポテンシャルを有してい

るとともに、東京２０２０大会が開催されることなどから、東京港への入港を希望するク

ルーズ船社が多くなっている。こうした状況の中、東京都は世界最大級の大型クルーズ客

船にも対応できる新たな客船埠頭の整備を東京２０２０大会の開催に間に合うように取り

組んでいるところである。 

 ２０１６年３月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」における「訪日クル

ーズ旅客を２０２０年に５００万人」という目標に対し、２０１７年の訪日クルーズ旅客

は前年比２７．２％増の２５３．３万人と着実に増加している。東京港の大型クルーズ客

船埠頭は高いストック効果が期待されていることから、同埠頭の整備を促進していくこと

が求められる。 

 

○ＢＲＴやバス等、中規模な公共交通の整備 

 人口減少、少子化、高齢化社会では、行政、医療・福祉、商業等、生活に必要な都市機能、

居住機能を駅周辺等の交通拠点から一定の地域に集約する地域構造（コンパクトシティ）

へ再編していくことが重要である。また、高齢人口が増加している中で、地域社会の活性

化を図る上でも、日常生活に必要な公共交通手段を確保することは不可欠である。従って、

乗降の容易性、定時性、速達性、快適性、整備コストなどの面で優れた特徴を有するなど、

人と環境に優しい公共交通手段であるＢＲＴ等の整備は重要である。また、地域内を運行

するコミュニティバスなどの二次交通の確保も重要である。とりわけ、東京都では、人口

が増加し、東京２０２０大会及び大会後の開発によって多くの来訪者が見込まれる臨海副

都心と都心各拠点を結ぶ新たな交通機関としてＢＲＴの導入を具体的に計画している。ま

た、これに併せて、燃料電池バス、連節バスの導入も進めようとしているが、ＢＲＴ整備を

着実に進め、他地域のモデルケースとしていくことが期待される。 

 

○リニア中央新幹線を契機としたスーパー・メガリージョンの形成 

 リニア中央新幹線は、三大都市圏の交流・連携の一層の緊密化により経済活動が活性化

することが期待されるなど、わが国の国際競争力の強化に資する重要なプロジェクトであ

る。また、東海地震等の災害が発生した場合でも、東海道新幹線のバイパスとして三大都

市圏を結ぶ大動脈を途切れさせることがないため、わが国の経済活力の停滞を防ぐ重要な

交通基盤でもあり、更には、関連技術をパッケージ化し、将来の海外展開も期待できるプ

ロジェクトでもある。２０２７年に予定している東京（品川）・名古屋間の開業、およびそ

の後の名古屋・大阪間の開業に向け、着実に進捗することを望む。また、リニア中央新幹線
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の開業を一つの契機として、沿線地域を活性化していくことも重要である。 

なお、「国土形成計画」に記載の通り、リニア中央新幹線の開業により東京・大阪間は

約１時間で結ばれるため、三大都市圏がそれぞれの特色を発揮しつつ一体化し、４つの主

要国際空港、２つの国際コンテナ戦略港湾を共有し、世界から資金や人材、情報を呼び込

み、世界を先導するスーパー・メガリージョンが形成されることが期待される。従って、

首都・東京の役割や他地域との連携のあり方を検討するとともに、リニア中央新幹線と他

の交通ネットワークとの結節を踏まえた、交通ネットワークの充実等を図られたい。 

 

②維持・強化（ネットワークを「守り」「賢くつかう」） 

○重要なインフラの老朽化対策の推進 （高速道路、橋梁・トンネル等） 重点要望項目 

本格的な人口減少社会の到来を見据えて、インフラ老朽化対策が喫緊の課題となってい

る。開通から５０年以上が経過した首都高速道路をはじめ、高速道路の構造物は老朽化が

進んでおり、対策が急がれている。２０１３年１２月に首都高速道路株式会社が示した大

規模更新等に関する計画に基づき、１号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）に引き続き、１

号羽田線（高速大師橋）・３号渋谷線（池尻～三軒茶屋）の大規模更新を推進していくとと

もに、都心環状線の築地川区間や、まちづくりと連携した具体的な検討が開始された日本

橋区間の計画の具体化を加速する必要がある。また、東日本および中日本高速道路株式会

社が管理する路線の構造物についても、対策を鋭意推進していくことが求められる。とり

わけ、まちづくりの観点も踏まえたインフラ老朽化対策に鋭意取り組まれたい。 

また、全国で対策が急がれている予防保全型維持管理の導入などメンテナンスサイクル

を構築し実行することや、メンテナンス産業の育成、ロボットやセンサー、ドローン等の

新技術の開発・導入等の加速化により、トータルコストの縮減と平準化を両立させていく

ことは東京都においても不可欠である。従って、区市町村と連携の上、確実に対応された

い。 

 

○東京の高速道路等の渋滞対策の実施（ボトルネック地点の解消等） 重点要望項目 

道路移動時間の約４割は渋滞に費やされており、渋滞による損失は年間約２８０万人分

の労働力に匹敵する。効率的な企業活動を阻害し、災害時の救出・救助活動や復旧支援活

動の妨げとなる交通渋滞は、早急に対策が進められるべきである。 

特に、全国ワースト１位の渋滞損失が発生している東名高速大和トンネル付近や、中央

自動車道の調布付近および小仏トンネル付近等は、恒常的に交通渋滞が発生し定時性を損

ねている。東京２０２０大会では、観光客の大幅増加等から高速道路利用率の増大が予想

されていることから、本年３月に改良された首都高速板橋・熊野町ジャンクション４車線

化のように、ピンポイント渋滞対策の着実な推進が強く望まれる。また、後述の東京２０

２０大会に向けて検討を進めている交通マネジメントについては、大会期間中のみなら

ず、大会終了後にも円滑な交通をもたらすレガシー形成に鋭意取り組まれたい。 

 

○生活道路など道路交通の安全・安心対策の推進 

 近年、交通事故件数および死傷者数は減少傾向にあるが、昨年の交通事故死者数は３千

人を超えている。また、わが国は欧米諸国に比べて、自動車乗車中の死亡事故は最も少な

いが、歩行中・自転車乗車中の死亡事故は最も多いことから、道路交通においてより一層
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の安全・安心対策を実施していくことが求められている。道路交通における安全・安心対

策は、効率的な物流の確保に直結することからも、鋭意推進すべきである。 

従って、生活道路への通過交通の流入を減らす地域内の幹線道路の整備に加え、国等と

の連携によるビッグデータを活用した急ブレーキ多発箇所の特定および速度低減対策や、

踏切対策や連続立体交差事業の推進により一層取り組まれたい。 

 

○踏切対策および連続立体交差事業の推進 

 都内には約１，０５０カ所の踏切があり、交通事故や交通渋滞、鉄道の輸送障害の一因

となっている。また、「２０２０年実行プラン」で連続立体交差事業の推進が掲げられてい

るとともに、国の「第４次社会資本整備重点計画」および「関東ブロックにおける社会資本

整備重点計画」で重点施策に位置付けられていることからも、効率的かつ円滑で安全・安

心な移動環境の実現に向けて、計画している連続立体交差事業等を積極的に推進すべきで

ある。 

なお、連続立体交差事業は、鉄道を連続して高架化または地下化し、数多くの踏切を同

時に除去することで、鉄道の輸送障害の解消や道路ネットワークの形成促進、交通渋滞の

解消による自動車平均走行速度の向上、地域分断の解消によるまちづくりの促進など地域

の活性化のみならず、都市の防災・安全性の向上にも大いに寄与する事業である。引き続

き、これらのストック効果を都民に周知するべきである。 

 

○主要な鉄道駅など交通結節点における施設整備の促進 

 人口の高齢化が進行している中で、高齢者をはじめ誰もが暮らしやすい、自動車に頼ら

ないまちづくりを進めるために、複数の交通手段をつなぐ施設であり地域の拠点となる駅

前広場等の交通結節点では、快適性・利便性の向上など一層の機能強化が求められている。

こうした交通結節点では、ユニバーサルデザインの観点も踏まえ、駅前広場やペデストリ

アンデッキ、自由通路など公共交通機関の利用促進に資する施設等の整備を促進していく

べきである。 

 

○耐震強化岸壁の整備（東京港） 

首都圏４千万人の生活と産業を支える東京港では、震災時の緊急支援物資の輸送拠点や

被災者の避難に重要な役割を担うため、耐震強化岸壁の整備を進めていく必要がある。と

りわけ、外貿コンテナふ頭については、震災時でも首都圏経済活動の停滞を回避するため

にも、幹線貨物輸送対応の耐震強化岸壁についても更なる整備が不可欠である。 

 

○羽田空港の耐震化、液状化対策の推進 

羽田空港は、東京港と同様に緊急支援物資の輸送拠点としても極めて重要な役割を担う

が、国土交通省が２０１４年に策定した「首都直下地震対策計画」では、液状化により滑走

路２本が使用できなくなる可能性があると予想されていることから、対策が急がれる状況

にある。従って、耐震化、液状化対策が早急に完了するよう、国に対し働きかけられたい。  

 

③物流機能の確保・高度化 

○物流生産性革命の深化および関連施設の整備 

物流の効率化・高度化を図ることが、経済活動全般の生産性向上や国際競争力を強化し
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ていく上でますます重要な要素となっている。しかし、国内貨物輸送の９割を占め物流の

中核を担うトラックの積載率低下や手待ち時間の発生、宅配便の再配達など様々な非効率

が発生している。また、中心市街地等における荷さばきスペースや駐車場の確保、大災害

時にも維持可能なサプライチェーンの確保や被災地への円滑な支援物資供給の確保、老朽

化した物流施設の建替えや集約化等の再整備、機能更新等、様々な課題が存在している。 

こうした中、国土交通省では「生産性革命」の取組の一環として、「物流生産性革命」を

深化させ、２０２０年までに物流事業の労働生産性を２割程度向上させることとしている。

また、昨年７月には関係省庁が連携して総合的・一体的な物流施策の推進を図る「総合物

流施策大綱（２０１７年度～２０２０年度）」が閣議決定されるとともに、本年１月には今

後推進すべき具体的施策を取りまとめた「総合物流施策推進プログラム」が公表された。

「総合物流施策推進プログラム」には「強い物流」の実現に向け、目標数値が定められると

ともに、ＰＤＣＡ方式による進捗管理を行うこととされている。 

「物流生産性革命」には、荷主協調のトラック業務改善や中継輸送を含む共同輸配送の

促進、物流を考慮した建築物の設計・運用の促進、自動隊列走行の早期実現など「トラック

物流の革新」や、「コンテナ輸送の革新」、「港湾の刷新」、「海運の刷新」が盛り込まれてい

る。また、「暮らし向上物流」として、オープン型宅配ロッカーの導入促進等による宅配便

再配達の削減、ドローンによる荷物輸送のための環境整備、手ぶら観光の促進等が盛り込

まれている。また、「ダブル連結トラックによる省人化」、「物流モーダルコネクトの強化」、

「特大トラック輸送の機動性強化」に向けた実証実験が推進されている。東京都において

も、これらの施策の実現に向けた関係機関との連携、支援を図られたい。 

とりわけ、都市部の建物足元の更なるにぎわいの創出にはエリア内物流の充実が重要で

ある。荷捌き車両の路上駐車の改善、共同荷捌きスペースの確保に向けた対策を引き続き

推進するとともに、将来的には自動運転技術の確立と荷役の自動化・機械化の推進が期待

されることから、都心においても自動運転パイロット地区等を設け、実証実験等を推進し

ていくことが望まれる。 

また、羽田空港周辺の物流機能についても、グローバルゲートとして重要であることか

ら、物流施設の機能強化や再編に向け、国家戦略特区の認定等を通じた財政支援や高さ制

限の緩和をはじめとした規制緩和等の支援が望まれる。 

 

（２）都市整備・まちづくり 

①都市再開発等（都市の魅力向上） 

○民間活力による都市再生の推進（支援強化・柔軟な運用） 重点要望項目 

 グローバル化の一層の進展に伴い、アジア主要都市がインフラや市場の整備を進め、急

速に成長していることから世界の都市間競争が激化している。そうした中、わが国の経済

成長のエンジンである東京が、世界との熾烈な都市間競争を勝ち抜き、存在感を高めてい

くには、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、世界から資金や人材、情報を呼び

込むことができる魅力ある都市拠点をより一層形成していくことが必要である。 

 そのため国は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街

地の整備を推進すべき地域として、全国５３地域を「都市再生緊急整備地域」に指定して

いる。同地域では、容積率等土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業許可等の手続期

間の短縮など、都市再生特別措置法に基づく特別な措置が用意されている。 

また、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として、全国１３地域を「特
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定都市再生緊急整備地域」に指定している。同地域においては、「都市再生緊急整備地域」

における特別な措置に加えて、下水の未利用エネルギーを民間利用するための規制緩和な

どの措置を通じて、民間都市開発を支援している。両地域では、上記の特別な措置に加え

て、国土交通大臣の認定を受けた大規模で優良な民間都市再生事業に対して、税制支援や

金融支援等を実施している。現在、民間都市再生事業計画として１１２計画（うち東京都

内を事業区域とする計画は５９計画、いずれも昨年末時点）が認定されており、こうした

民間都市再生事業は大きな経済波及効果が期待されている。 

これらの支援措置を通じて民間の都市再生事業を促進していくことで、魅力ある都市拠

点が一層形成されることから、国際競争力の強化に資する施設の整備を促進するための民

間都市再生事業に対する新たな金融支援措置や税制支援、街区の特性に応じた容積率等土

地利用規制の緩和など、措置の更なる拡充が望まれる。従って、国に対する拡充に向けた

働きかけや、国との連携強化を図られたい。 

また、昨年１１月、国土交通省から都道府県知事等に発出された都市再生特別地区の運

用の柔軟化や市街地再開発事業の円滑かつ迅速な実施に向けた通知のように、都市再生は

長期にわたるものであることから、計画の変更の迅速な手続きや、用途規制の柔軟な運用

等は都市再生緊急整備地域内外関わらず重要である。そのようななか、東京都では、「都市

づくりのグランドデザイン」及び「２０２０年実行プラン」において、２０１８年度は「都

市再開発諸制度活用方針」、２０１９年度には「用途地域等に関する指定方針及び指定基

準」、さらに翌年度には「都市計画区域マスタープラン」の改定を掲げている。東京都特別

区における用途地域等の決定権限が、他の市町村とは異なり東京都にあることを踏まえた

場合、これらの計画の改定にあたっては、都と関係区の連携を図るとともに、特別用途地

区の活用等を通じ、企業の設備更新等、産業機能の維持・向上が可能となるような対応を

図られたい。 

加えて、駐車場条例や地域ルールで、大規模建築物に対する駐車場の附置義務が課せら

れているが、公共交通機関が充実しているものの一定の駐車需要が見込めないエリアなど

における附置義務の一層の緩和も推進すべきである。 

 

○国家戦略特区の特例に基づく都市再生プロジェクトの推進 重点要望項目 

国家戦略特区には、世界から資本・人材を呼び込む国際的ビジネス環境の整備等を目的

に、多岐にわたる規制改革メニューが用意されている。このうち、都市計画法等の特例措

置では、居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成を図るために必要な施設（都心居

住のための住宅、オフィスビル、コンベンション施設等）の立地を促進するため、区域計画

に記載して内閣総理大臣の認定を受けることにより、都市計画の決定等や事業に係る許認

可等がなされたものとみなすワンストップ処理が可能であり、都市再生プロジェクトの迅

速な推進に大いに寄与している。 

現在、東京圏の区域計画には、本特例措置に基づく複数の都市再生プロジェクトが盛り

込まれているが、着実かつスピーディーに推進していくことが期待される。また、本特例

措置の追加対象となっているプロジェクトがあることから、プロジェクトの具現化に向け

て、新たな区域計画を速やかに認定していくことが肝要である。 

更には、２０１５年８月に東京圏の国家戦略特区の都内における区域が、９区から東京

都全域へ拡大された。従って、９区以外の地区における都市再生プロジェクトなど、対象

となるプロジェクトを更に追加していくことで、国際的ビジネス環境や外国人向け生活環
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境の整備をより一層促進し、外国企業やＭＩＣＥの誘致を加速することで、新たな投資や

雇用を創出していくことが求められる。 

なお、国家戦略特区を通じて国際都市の形成を図るために必要な施設（都心居住のため

の住宅、オフィスビル、コンベンション施設等）の立地を促進し、拠点形成を図っていくに

は、税制支援等の拡充や、日影規制の緩和、借地借家法の正当事由の拡大も検討すべきで

ある。加えてこれらの特例が実現した際には、可能な限り条例化も行うことが望まれる。 

 

○エリアマネジメントの推進（都市空間を活用したまちの賑わいの創出） 重点要望項目 

地域ルールに基づくまちづくりや、公共施設・公開空地を活用したイベント開催等のに

ぎわい創出、防災訓練やパトロールによる安全・安心の確保、エリア循環バスやレンタサ

イクルの運営等の地域交通事業をはじめ、地権者や企業、開発事業者等の民間が主体的に

行う、地域の環境および価値を維持・増進するための取組であるエリアマネジメントは、

質の高い都市空間の形成に大いに寄与している。エリアマネジメント団体によるソフト的

な活動は東京の魅力向上や国際競争力の強化にとって重要な要素であるため、交通管理者

等への手続きや関係者の合意形成等に関する簡素化、エリアマネジメント団体や道路占用

の特例を活用する地元自治体の取組に対する支援、公開空地の活用促進に向けた規制緩和

及び普及啓発の推進等により、エリアマネジメントを更に進化させていくべきである。 

 

○国際的ビジネス環境整備、シティセールスの推進（世界への発信） 重点要望項目 

世界から企業や投資、人材、ＭＩＣＥ、観光客等を呼び込むためには、国際的ビジネス環

境等の改善及びシティセールスに係るソフト・ハード両面の対策が重要である。とりわけ、

世界から注目される国際的ビジネス環境の構築には、国際会議場はもとより、外国語対応

の医療及び教育・保育施設等の整備が重要であることから、これらの施設の整備が加速す

ることが望まれる。 

また、東京２０２０大会を一つの契機として、東京のみならず日本の優れた都市空間を

世界に広く発信していくことが重要であることから、アジア・ナンバーワンの国際金融都

市の実現や、特区制度等の活用による外国企業誘致の加速化等、「２０２０年実行プラン」

で掲げられた一連の取組を着実に実行されたい。 

 

○立体道路制度による道路空間の利活用 

 道路の立体的区域を指定して、道路と建物を一体的に整備するための制度である立体道

路制度は、道路と周辺地域の一体的な整備が図られ、合理的な土地利用の促進に寄与する

ことから、用地の確保が特に困難な東京では道路整備や都市再生事業を推進していく際に

有効な制度である。 

 東京都と国は品川駅周辺の基盤整備・まちづくりについて、「これからの日本の成長を

牽引する国際交流拠点・品川」の実現に向けた基盤整備を前進させるために国道１５号・

品川駅西口駅前広場の整備方針をとりまとめ、昨年２月に公表した。その後、９月には事

業者も選定されるなど、立体道路制度の活用による道路上空の空間等の有効活用を通じ、

合理的な土地利用を促進し、交通広場の整備とあわせた官民連携の都市基盤整備が進めら

れている。整備を早期に進めるとともに、その他のエリアについても、道路とまちづくり

との一体的な整備に向けて積極的に取り組んでいくべきである。また、更なるまちの賑わ
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いの創出に向けて、道路占用基準の基準緩和や、広場等、占用範囲の明確化が望まれる。 

 

○水辺や緑の空間を活かした魅力ある景観の形成、舟運の活性化 

 水や緑といった豊かな自然、歴史や文化に根差した「うるおい」のあるまちなみや景観・

環境は地域固有の貴重な資産であり、これらを再生・保全・活用することは都市の魅力向

上につながるだけでなく、地域活性化や観光振興にも寄与する。従って、にぎわいのある

水辺空間の形成に資する事業や水辺の緑化、都市再開発などを通じた緑地の創出に鋭意、

取り組まれたい。また、水と緑による「うるおい」のあるまちなみや景観を、海外にはない

「日本ならでは」の魅力として、世界へ広くアピールしていくことも重要である。 

 更に、上記に関連し、魅力があり快適なまちづくりを推進していく上で、都市公園の整

備や公園施設の老朽化対策を推進するとともに、昨年改正された都市緑地法及び都市公園

法に基づき、都市公園の柔軟な利用による再生・活性化や民間による緑地・広場の創出を

推進されたい。取組を進めるためにも、税制優遇や財政支援を積極的に周知、活用された

い。 

 なお、水辺の周辺には、多くの観光資源があり、これらをつなぐ舟運自体にも、観光や移

動手段として価値があることから、舟運の活性化に向け、舟運ルートの充実に必要な支援、

船舶が運行するための川底等の環境整備、防災船着場の平常利用、行政が設置・管理する

船着場の利用拡大や利用条件の統一等の利便性向上を推進されたい。  

 

○羽田空港のポテンシャルを活かした跡地利用の推進 

羽田空港跡地は、空港の沖合展開事業以来の経過によって生じた広大な土地であり、空

港に隣接する希少な空間であることから、跡地利用にあたっては空港と密接に関連し、一

体となった利用を図ることが重要である。跡地利用については、羽田空港移転問題協議会

（三者協）が２０１０年に「羽田空港跡地まちづくり推進計画」を策定し、第１ゾーンお

よび第２ゾーンの土地利用や基盤施設、まちづくりの進め方等が取り纏められている。第

１ゾーンは大田区が中心となり、中小企業向けの研究開発施設・企業向けオフィス・交流

施設や、観光情報・全国の文化等を紹介する施設を整備する計画がある。また、第２ゾー

ンは国土交通省が主導し、民間事業者への空港用地（行政財産）の貸付を通じて、宿泊施

設の整備・運営等を図っていくこととしている。こうした取組は、空港と一体となった魅

力的なまちづくりに資することに加えて、羽田空港の優れた立地特性を活かし、都内のみ

ならず全国の産業活性化や地域間交流に寄与するポテンシャルを有していることから、国

や関係自治体と連携のうえ、着実に整備を進められたい。 

あわせて、川崎市の殿町地区には生命科学分野の研究機関等の集積が進んでおり、上述

の羽田空港跡地地区を含む京浜臨海部との連携や、近隣のものづくり企業との医工連携の

促進等、多岐にわたる相乗効果が期待されている。都市再生特別措置法に基づく支援措置

を十分に活用し、民間都市開発をはじめとする関連公共施設の整備を推進することや、羽

田連絡道路等を早期に整備していくことが求められる。 

また、多摩川の長い水際線を活かした良好な景観を創出して、快適で魅力ある親水ネッ

トワーク形成にも注力していくことが求められる。 

なお、上記の一連の取組を具現化する際には、適時適切な情報発信に努めるとともに、

中小企業をはじめとした民間事業者の活力を最大限に活用していくべきである。 
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②－１都市機能の維持・強化（人口減少・少子化・高齢化） 

○集約型地域構造への再編と空き地、空き家対策の推進 重点要望項目 

首都圏および東京圏の人口はこれまで増加傾向であったが、今後は逓減していくことが

予想されている。また、東京都でも約１０年後には人口減少に転じることが予測されてい

る。区部の２０５０年の人口増減（２０１０年との比較）では、主に都心（中央区、港区、

江東区等）で人口が増加するものの、その他の区や多摩地域においては、度合いの差こそ

あるものの、総じて人口が減少すると予測されている。東京を含む首都圏全域における今

後のまちづくり、都市づくりは、こうした人口動態の大きな変化を踏まえて、都市サービ

スや都市の持続性を確保していくために、市街地の拡大や都市機能の拡散を抑制し、効率

的・機能的な市街地へと再編していく必要がある。 

昨年公表された「都市づくりのグランドデザイン」の中で、東京圏における今後の都市

構造の考え方について、「集約型地域構造」への再編を掲げているが、東京を含む首都圏全

域においても、行政、医療・福祉、商業等、生活に必要な都市機能や居住機能を駅周辺等の

交通拠点から一定の地域に集約する地域構造（コンパクトシティ）へ再編していくことが

重要である。とりわけ、東京では、鉄道をはじめとした交通網により各地域のネットワー

クを維持・強化していくことで、国土交通省が策定した「大都市戦略」が掲げる「鉄道沿線

まちづくり」を推進し、各種の都市機能に応じた圏域人口を確保していくことが必要であ

る。その際、高次の都市機能については沿線の地方公共団体で分担・連携していく発想が

重要である。 

なお、「コンパクト・プラス・ネットワーク」や「鉄道沿線まちづくり」の考えに則り地

域構造の再編を推進していくには、国土交通省のモニターアンケートにおいて、６割強が

コンパクト・プラス・ネットワークについて「聞いたことがない」と回答している一方で、

コンパクト・プラス・ネットワークの考えを重要であると回答する割合は約８割であるこ

とから、国民・都民に対する一層の周知や理解促進が不可欠である。 

 また、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の推進においては、生活面、治安面、景観

面、建物倒壊や火災発生等の災害面でも課題があることから、空き地、空き家等の対策が

重要である。 

 こうした背景もあり、空き家対策については、２０１５年５月に空家等対策の推進に関

する特別措置法の全面施行に加えて、「住生活基本計画」においても、急増する空き家の

活用・除去の推進が目標に掲げられている。同法に基づき各区市町村は空き家等対策の体

制整備・空家等対策計画の作成、必要な措置の実施等中心的な役割を担うことから、区市

町村が行う計画の作成や空き家改修工事助成等に対して補助を行う「空き家利活用等区市

町村支援事業」を着実に遂行するとともに、これらの事業を幅広く展開できるように、支

援制度の拡充等を国に働きかけられたい。加えて、区市町村に対する技術的な助言や区市

町村相互間の連絡調整等必要な支援にも注力されたい。 

なお、都市の内部で空き地、空き家等の低未利用の空間がランダムに発生する「都市の

スポンジ化」が課題となっている。国土交通省では本年に「空間再編賑わい創出」事業を

新設するなど、低未利用地の集約、活性化に向けた検討、対策を進めている。 

東京都は、「集約型地域構造への再編に向けた指針」を本年度に策定する旨を公表して

いるが、「都市のスポンジ化」の観点をも踏まえた内容とすることが望まれる。 
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○老朽マンション、団地、ニュータウンの再生及び耐震化の促進、 

 団地等の更新に併せた保育施設や高齢者支援施設の設置促進 重点要望項目 

都内マンションの総戸数は都内世帯の約４分の１に相当し、東京都には全国のマンショ

ンストックの約４分の１が集積していることから、マンションは都民の主要な居住形態と

なっている。しかし、都内マンションの約２割にあたる約３６万戸が１９８１年以前の旧

耐震基準で建築されたものであり、更に、そのうち１９７１年以前の旧々耐震基準で建築

されたものは約７万戸と推計されており、これらの多くは耐震性の不足が懸念されている。 

また、マンションを「終の棲家」として考える割合が高まっていることに加えて、居住者

の高齢化も進んでいる。２０１３年時点の調査では、都内マンションのうち世帯主の年齢

が６５歳以上の割合は約３割となっており、建築年代別に見ると古いマンションほど高齢

化が進んでいる。また、都内の旧耐震基準で建てられたマンションうち、建替えの検討を

行ったことがある、または今後検討予定であるとの割合は約１５％に過ぎず、建替え検討

時の課題として、居住者の高齢化や費用負担に加えて、容積率等の制限などを挙げている

割合が多い。 

そうした状況の中、築年数の経過したマンションが今後急速に増加する見込みであり、

順次、更新期を迎えていくことから、マンションの耐震化、再生の促進は喫緊の課題であ

る。老朽マンションや団地、ニュータウンの耐震化や再生が進まなければ、安全・安心な居

住環境が確保されないばかりか、周辺地域の防災性にも影響を及ぼすことから、対策が急

がれる。 

２０１４年のマンション建替法の改正・施行により、耐震性が不足するマンションにつ

いては、敷地売却制度（区分所有者等の５分の４以上の賛成に基づく）や容積率の緩和特

例制度が措置されたが、既存不適格などにより自己の敷地のみでは建替えが困難なマンシ

ョンなど、現行法制度でもなお円滑な建替えや改修が困難なものが相当数存在している。 

従って、老朽化が著しいマンションや耐震性が低いマンションを建替える場合の同意要

件（区分所有者等の５分の４以上の賛成）の緩和や、既存不適格マンションなどの別敷地

での建替えが可能となるような仕組みづくり、借地借家法第２８条における解約の正当事

由に建替え決議の成立が該当するよう措置することなど、国による法改正等の措置により

更なる支援策等が望まれる。 

そのような中、２０１６年３月に策定された「良 質 な マ ン シ ョ ン ス ト ッ ク の 形 成

促 進 計 画 」等に基づき、マンション耐震セミナーをはじめとしたマンション管理組合等に

対する普及啓発活動、専門家の派遣や耐震診断、補強設計、耐震改修等の助成を通じて耐

震化、更新対策を加速していく必要がある。加えて、まちづくりと連携して建替え等の再

生を促進する「東京都マンション再生まちづくり制度」により、支援の充実を図っていく

ことが期待される。 

また、都市再生特別措置法等の改正に基づく措置を通じて団地の建替えを促進していく

ことや、老朽マンションや団地、ニュータウンの再生にあわせて、計画的に保育施設や高

齢者支援施設の設置を進めるなど、人口減少、少子化、高齢化にあわせたまちづくりを加

速していくことも重要である。 

 

○既存住宅ストックの活用促進 

既存住宅はその品質や管理状態が十分に評価されずに、築年数の経過とともに市場での

価値が低下する状況にある。そのため、住宅の平均使用年数は欧米と比べて短く、既存住
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宅市場も十分に活性化していない。良質な既存住宅の市場を形成し流通を促進していくに

は、新築時から維持管理期、売買期までの全体を通じて、住宅の品質や性能が確保され、取

引時にそれらが明らかになり、その価値が適切に評価されることが必要である。また、空

き家の発生を抑制していく上でも、既存住宅を売買や賃貸の各市場に流通させていくこと

が重要である。 

 東京都は既存住宅流通や住宅リフォーム市場の活性化のため、ガイドブックによる普及

促進や消費者向け相談窓口の開設を進めてきたが、建物状況調査、既存住宅売買瑕疵保険、

住宅履歴情報の蓄積・活用等の認知度を高めるための普及啓発や、住宅リフォームに関す

る相談体制を充実させていくことが求められる。 

 

②－２都市機能の維持・強化（災害リスク） 

○木密地域等密集市街地の早期改善 重点要望項目 

木密地域等密集市街地は、山手線外周部から環状７号線沿いに広範に分布し、区部面積

の約１１％、居住人口の約２０％を占めている。木密地域は、道路や公園等の都市基盤が

不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから地域危険度が高く、地震

火災などにより甚大な被害が想定されている。また、木密地域は居住者の高齢化による建

替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を

要するなどの理由から、整備・改善が進みにくい状況となっている。 

東京都が公表した首都直下地震の被害想定においても、想定死者数約９，７００人のう

ち地震火災によるものが約４，１００人と４割強を占め、建物被害についても全壊・焼失

棟数約３０．４万棟のうち、地震火災によるものが約２０万棟と約３分の２を占めている

ことから、木密地域の早期解消は首都直下地震の被害を最小限に抑えることに直結する極

めて重要な取組である。 

東京都では、木密地域の整備・改善に向け「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を立ち

上げ、不燃化特区制度による市街地の不燃化や特定整備路線の整備による延焼遮断帯の形

成等により、燃え広がらない・燃えないまちを実現することを目標に様々な対策を講じて

いる。また、２０１６年３月に改定された「防災都市づくり推進計画」において、２０２０

年度までの達成目標として、整備地域の不燃領域率７０％、全ての重点整備地域における

不燃領域率７０％以上、更には、２０２５年度までの達成目標として、全ての整備地域に

おける不燃領域率７０％以上が掲げられている。 

そうした中、不燃化特区制度が開始された２０１３年度から２０１４年度までの２年間

の不燃領域率の上昇率を基にした２０２０年度の不燃領域率の推計値は約６７％である。

従って、２０２０年度までの到達目標を確実に達成するには、建替え等による建築物の不

燃化・耐震化や、特定整備路線の整備をはじめとした延焼遮断帯の形成等の木密地域改善

に向けた取組を更に加速させるとともに、実効性を高めていくことが不可欠である。また、

その裏付けとなる予算措置や、東京都および各区の執行体制、両者の連携の更なる強化が

必要である。加えて、「２０２０年実行プラン」で掲げている２３区の固定資産情報のデー

タ化等、新たな取組についても鋭意推進されたい。 

なお、特区における取組の効果を検証した上で、整備地域をはじめとした特区外の木密

地域においても支援を強化していくべきである。  
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○無電柱化の推進 重点要望項目 

無電柱化の推進は、発災時の電線類の被災や電柱の倒壊による道路閉塞を防止するだけ

でなく、良好な景観形成や、安全で快適な通行空間の確保にも寄与する事業である。 

東京都では、昨年の「東京都無電柱化推進条例」の施行により、都道全線における電柱

新設の禁止を指定するとともに、本年策定された「東京都無電柱化計画」では、今後１０

年の目標として、重点的に整備するエリアをこれまでのセンター・コア・エリア（おおむ

ね首都高速中央環状線の内側のエリア）内の都道から環状七号線の内側エリアに拡大する

など取組を加速させているところである。 

一方、東京２３区の無電柱化率は８％と海外主要都市と比較して低い状況にあり、無電

柱化の推進には多額の費用を要することがネックとなっている。従って、無電柱化を推進

する上でも、低コスト化の徹底や、都民への周知展開、さらには、容積率の割増等による

都市開発諸制度の活用及び財政的措置の拡充を図ることが重要である。そのためにも、

「２０２０年実行プラン」で掲げている無電柱化に向けた施策を着実に推進されたい。 

加えて、既存の道路における無電柱化は、工事が長期にわたることなどから、地域住民

の理解と協力が不可欠である。近年、まちづくりの観点から地域住民の発案による無電柱

化の事例があることからも、このような事例を周知展開することにより、民間発案による

無電柱化の水平展開に向けた取組も検討すべきである。 

 

○緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進 重点要望項目 

首都直下地震等大災害発生時に、防災拠点や他県等との連絡に重要な役割を担う緊急輸

送道路の沿道建築物の耐震化を進めることは、道路の閉塞を防ぎ円滑かつ迅速な救出・救

助活動の実施や緊急支援物資等の輸送、建築物の倒壊による人的被害の減少に向けて、極

めて重要である。 

 東京都は、地域防災計画で位置付けた緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を

図る必要があると知事が認める道路を特定緊急輸送道路としている。耐震改修促進法およ

び耐震化推進条例により、特定緊急輸送道路の沿道建築物のうち旧耐震基準で建築され、

高さが概ね道路幅員の２分の１以上の建築物の所有者に対して耐震診断を義務付けている

他、耐震改修を努力義務としている。耐震診断および耐震改修ともに財政的な支援を講じ

ることで、沿道建築物の耐震化に取り組んできたが、昨年１２月時点の耐震化率は８３．

８％であり、耐震診断が義務付けられている旧耐震基準の建築物に限ると３８．２％にと

どまっている。こうした状況に対して、東京都が沿道建築物の所有者を対象に２０１６年

に実施した調査では、所有者の４６％が耐震化を予定（耐震改修を予定２６％、建替え・除

却を予定２０％）していることが明らかになった一方で、４９％が耐震化を実施しないと

回答し、その理由として、費用負担の大きさや建物の機能が損なわれる、合意形成が困難

との回答が上位を占めている。 

従って、引き続き、建物所有者への個別訪問等あらゆる機会を捉え、建物所有者のみな

らずテナント等を含めた関係者が抱える課題を丁寧に把握し、条例の趣旨や支援措置の周

知に一層努めるとともに、アドバイザーの派遣や補助の拡充、税制面からの後押し、総合

設計制度やマンション建替法容積率許可制度の活用による建替えの促進等を通じて、特定

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化を早急かつ強力に推進していく必要がある。 

加えて、特定緊急輸送道路は、避難や徒歩帰宅の際にも重要な役割を担うことから、道
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路幅員２分の１未満の高さの建築物や、一般緊急輸送道路等の沿道建築物についても耐震

化を促進していく必要がある。 

 

○地域全体の防災力向上にも資する都市政策の推進 

 （民間による再開発プロジェクト推進、ＢＣＤの整備、エリア防災の推進） 

都市の防災力向上は、国際競争力の強化に向けた国際的なビジネス・生活拠点の形成に

おいても重要である。都内には、旧耐震基準で建てられた老朽ビルが多く存在し、また、災

害時におけるエネルギーの安定供給が国際的企業のオフィス立地としての必須条件である。

また、大都市の主要駅周辺の地域においては、災害時の滞在者などの安全を確保する必要

がある。 

このような中、「都市再生緊急整備地域」をはじめとした都市機能が高度に集積している

地域において、民間による優良な再開発プロジェクトを誘導することで、老朽ビルを耐震

性に優れ、非常用電源設備など防災機能を備えたビルへと更新していくとともに大街区化

を促進していくことは、地域全体の防災力の向上や国際的なビジネス・生活拠点の形成を

図る上で有効である。 

従って、地域の理解のもと、街区の特性に応じた容積率等土地利用規制の緩和、税制支

援等を通じ、再開発プロジェクトを誘導・促進し、老朽ビルの更新も図っていくことが望

ましい。また、ソフト・ハード両面にわたる都市防災力の向上に資するエリア防災の促進

や、災害時の業務継続地区（ＢＣＤ）の整備、免震・制震装置の導入が重要であるため、民

間事業者に対するインセンティブのさらなる拡充等を検討されたい。 

 

○多数の者が利用する建築物等の耐震化（病院、店舗等） 

 多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者が被害を受け

るだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障を来す可能性がある。

耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が困難な高齢者や

乳幼児などが利用する旧耐震基準の建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模

建築物」と位置付けて耐震診断の実施を義務付けている。また、「要緊急安全確認大規模建

築物」を除く、多数の者が利用する一定規模以上の旧耐震基準の建築物を「特定既存耐震

不適格建築物」と位置付けている。 

 「耐震改修促進計画」では、これらの特定建築物の耐震化率を２０１４年度末時点の８

５．６％から２０２０年度末までに９５％とすることを目標に掲げているが、特定建築物

の耐震化を促進するには、建物所有者が耐震化の重要性等を認識することが必要であるこ

とから、建物所有者に対する耐震診断や耐震改修の働きかけを一層強化していくべきであ

る。 

 

○効率的・効果的な地籍調査の推進 

木密地域をはじめ、細街路や密集市街地など土地の権利関係が複雑な都市部において、

地籍調査は都市再生などまちづくりの推進はもとより、災害時の境界復元にも極めて有効

である。しかし、２０１７年３月末時点の地籍調査の実施状況は全国平均の５２％に対し

て、東京都は２３％と全体平均から大きく遅れていることから、災害復旧の迅速化に向け

て、地籍調査を一層推進していくことが必要である。 

なお、木密地域等密集市街地における地籍調査は、土地の権利関係の複雑さに加えて、
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測量にあたっては道幅が狭く直線的に見通しづらいため基準点を多く設置する必要があり、

測量回数も多くならざるを得ないことから、調査が長期化しコストも増加する課題を抱え

ている。更に、地籍調査の主な実施主体である区市町村では人員が不足し、調査着手への

足かせとなっている。従って、地籍調査の推進には、人員面や財政面、更には測量期間の短

縮や費用負担の軽減等の諸課題の解決が必要である。そうした課題の解決に向け、準天頂

衛星や高精度なＧＰＳ等先端ＩＣＴ技術に基づく新たな測量手法の導入等も含めて、国と

連携してより一層取り組んでいくことが必要である。 

 

○地下街、地下駅等の浸水対策の推進  

 地下街は設備の老朽化が進んでいることから、都内のみならず全国的に防災・安全対策

を推進していく必要性が指摘されている。首都直下地震の被害想定（内閣府中央防災会議）

で、地下街は一度停電になると昼間であっても採光が困難であるため大きな機能支障が発

生する懸念や、施設管理者から利用者に対して適切な避難誘導がなされない場合等の被害

の拡大、心理的な側面でのパニック助長など、地下空間に由来する懸念が指摘されている。

こうした懸念は大規模水害時においても該当することである。 

一方、国土交通省は２０１４年に「地下街の安心避難対策ガイドライン」を策定し、耐震

対策等地下施設の整備・更新に必要な考え方や技術的な助言、避難経路の検証方法や対応

方策の検討方法等を提示している。 

地下街は多くの通行者が利用するなど都市機能を担う上で不可欠な施設であり公共性も

有することから、ガイドラインの周知、耐震化や揺れによる非構造部材（天井パネル、壁面

等）の落下対策、水漏れ対策、止水板の設置をはじめとした浸水対策、火災対策等に要する

経費面での支援など地下街の安全対策の拡充を国に対して働きかけるとともに、安全対策

に係る計画策定の支援等に一層取り組まれたい。 

 

○河川、海岸保全施設の耐震・耐水対策（水門、排水機場、堤防等）の推進 

墨田区や江東区等の海抜ゼロメートル地帯では、地震の強い揺れにより排水機場の機能

不全、堤防や水門等の沈下・損壊に伴う浸水被害が発生する恐れがあり、更に地震と台

風・高潮等との複合災害になった場合には、浸水域が拡大・深刻化する懸念もある。 

特に、地震や大雨等により荒川右岸の堤防が決壊し氾濫すると、城北・城東地域から都

心部に至るまで広域な浸水となることが予測されている。その際、浸水面積は約１１０

㎢、浸水区域内人口は約１２０万人に及び約５０㎢を超える範囲で２週間以上浸水が継続

し、死者数は約２千人に及ぶ想定もある。また、ライフラインが長期にわたり停止する可

能性もあるため、孤立時の生活環境の維持も極めて困難になることが懸念されている。加

えて、東証一部上場企業大手１００社のうち４２社の企業の本社や、銀行・証券・商品先

物取引業３２社のうち１９社が浸水する可能性がある他、氾濫水が地下空間へ入り込むこ

とにより、地下鉄等の浸水被害は１７路線、９７駅、約１４７kmとなる予測もあるなど、

都心部においても甚大な被害が危惧されている。 

更に、大型台風により東京湾に高潮氾濫が発生すると、千葉県、東京都、神奈川県の湾

岸エリアを中心に約２８０㎢が浸水し、死者数は約７，６００人に及ぶ想定もある。 

東京都は、東部低地帯や東京港沿岸部において、水門、排水機場、堤防等の河川・海岸

保全施設の地震・津波・高潮対策を、目標年次を設定した上で鋭意推進しているが、国と

緊密に連携し着実に整備していくべきである。 
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特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門、防潮堤については、東京２０２０大会までに

整備を確実に完了することが求められる。 

 

○ストック効果の高い根幹的治水施設の整備（ダム、堤防等） 

 首都圏で想定されている大規模水害のうち、未曾有の大雨により利根川の堤防が決壊す

ると、埼玉県から都内の城北・城東地域に至るまで広域な浸水となることが予測されてい

る。また、死者数は約２，６００人に及ぶ想定もあり、ライフラインやインフラが浸水被害

を受けることも考えられていることから、首都圏の経済社会に甚大な被害をもたらす可能

性がある。 

 利根川首都圏広域氾濫で想定されている被害の軽減に向け、八ッ場ダムは利根川上流の

全流域面積の約４分の１を占める吾妻川流域において初めて計画された多目的ダムであり、

完成すれば他の既設ダムと相まって洪水調節機能を発揮することから、利根川等の治水上、

また利水の面においても不可欠な施設である。更に、利根川首都圏広域氾濫では約３４兆

円の被害が想定されていることから、八ッ場ダムはストック効果が非常に高い施設であり、

「関東ブロックにおける社会資本整備重点計画」では、八ッ場ダム建設事業は主要取組に

位置付けられ、２０１９年度の完成を目指して建設が進められているところである。 

 加えて、直轄管理河川における高規格堤防事業は、首都圏を洪水から守るとともに、ま

ちづくりを進めていく上で重要な事業であり、その構造的特徴から破堤しにくいだけでな

く、地震時の液状化等にも強いため、震災対策としても有効である。 

東京および首都圏における大規模水害のリスクを低減させるには、八ッ場ダム建設事業

や、高規格堤防事業を含む堤防整備および強化対策、環状七号線地下広域調節池の整備等

の水害対策、砂防事業等の土砂災害対策をはじめとした防災・減災に高いストック効果を

有する事業を国と緊密に連携し着実に推進していく必要がある。 

 

（３）東京２０２０大会を契機にさらに推進すべき施策 

①東京２０２０大会を契機にさらに推進すべき施策 

○大会開催時の輸送、物流対策の早期策定 重点要望項目 

東京２０２０大会の競技会場の多くは、通勤・物流等の交通需要が集中する地域に立地

していることからも、大会の成功のためには、「大会関係者の円滑な輸送」と「経済活動の

安定」の両立を図ることが必要である。 

東京圏の大会関係者及び観客輸送ルート等は、「輸送調整連絡会議（東京圏）」において

検討が進められている。大会期間中における交通マネジメントについては、道路交通では

平日の１５％交通量減（休日並み）を目指し、継続的に一般交通を抑制し交通量全体を大

会前の１０％減とするとともに、部分的に更なる分散・抑制を図ることとしている。また、

公共交通では、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安全で円滑な運行状況

を目指すこととしている。そのためにも、交通マネジメントの実施につき、試行などを行

い、実効性が高く、企業や市民から広く協力を得られる施策の検討を進めることとしてい

る。従って、オリンピックレーンのルート計画等、詳細な計画については、関係事業者等を

はじめとした多くの主体に対し、早期かつ幅広く周知することで、事前の準備や対策を促

していくことが必要である。なお、東京商工会議所は２３区を活動範囲とする地域総合経

済団体であることから、昨年１２月に公表した「東京２０２０大会における交通輸送円滑

化に関するアンケート」をはじめとして、大会期間中の円滑な輸送確保に向けた一翼を引
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き続き担っていく所存である。 

 

○交通機関や公共空間のバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進、 

「声かけ・サポート運動」の推進 重点要望項目 

「２０２０年実行プラン」では、東京２０２０大会の開催も踏まえて、交通機関、公共空

間等のバリアフリー化を着実に進め、誰もが安全で円滑に移動し、安心して過ごすことが

できる魅力ある都市を実現するために、東京２０２０大会のバリアフリー化に関する数値

目標が掲げられている。 

高齢化社会への対応のみならず、東京２０２０大会の開催に伴い、国内外から多くの人々

が東京および首都圏を訪れることから、ホームドアの整備促進やエレベーター及びエスカ

レーターの整備促進など、上記プランに盛り込まれた数値目標を達成するための施策を鋭

意推進し、公共交通機関等のバリアフリー化を着実に進めていくべきである。 

一方、本年３月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が改正さ

れ、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」が理念として明確化されるとともに、区市町村

によるバリアフリー方針の策定を推進するマスタープラン制度の創設や、「心のバリアフリ

ー」の取組の推進等、更なる取組が掲げられた。誰もが安全で円滑に移動でき、安心して過

ごすことができる環境を整備していくには、ハード面の整備に加えておもてなしの精神や

他者を思いやる共助の心を涵養するなど、ソフト面の対応が不可欠である。 

東京商工会議所においても、上記の認識に基づき、高齢者や子ども、妊婦、子ども連れの

方、障害者、外国人等を社会全体で見守り支え合う機運を醸成させ、誰もが安心・安全・快

適に暮らし過ごせる地域社会を実現するために、街なかなどで困っている方々に積極的に

「声かけ」をして、相手が求める範囲のサポートをしていく「声かけ・サポート運動」を全

所的に推進している。また、国土交通省の後援のもとで、首都圏の鉄道事業者が連携した

「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンを実施するなど、取組を進めているところで

ある。更には、東京２０２０大会を契機にこうした機運を更に高めていき、レガシーとし

て未来へ引き継いでいくことが重要であることから、昨年１２月、東京２０２０大会に向

けた当所の活動展開などを記載した「東商オリパラ・アクションプログラム」のとおり、企

業や団体等との連携を深め「声かけ・サポート運動」を積極展開して行く所存である。 

 

○訪日外国人への多言語案内表示の推進 

東京２０２０大会の開催を一つの契機に、高齢者や障害者、地震を経験したことがない

人々等を含め多くの外国人が来訪することが予想されている中で、平常時はもとより、災

害時や非常時に訪日外国人客が情報不足により自らの置かれた状況が分からないまま、不

安な状況に陥ることのないよう、多言語案内表示の対策を推進していく必要がある。 

東京都は、官民による「２０２０年オリンピック・パラリンピックに向けた多言語対応

協議会」などにおいて、ハード・ソフトの両面から多言語対応の検討と対策を進めている

ところである。とりわけ、災害発生時の対応では東京都が担う役割が大きいことからも、

サインやピクトグラムによる対応行動の可視化や都道等のナンバリングの推進等を推進す

るともに、空港・駅、宿泊・商業施設、２０２０年大会の競技会場など旅行者が集まる施

設やエリアにおいて、多言語表示や双方向コミュニケーションが可能なデジタルサイネー

ジの設置を促進するなど、多言語による周辺情報や災害情報の発信を強化されたい。加え
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て、多言語対応のツールとしてＩＣＴや多言語音声翻訳アプリの活用についても、スムー

ズな案内対応を可能とするべく、国や関係機関との更なる連携が望まれる。 

 

○宿泊施設および貸切観光バス駐車場等の整備促進 

訪日外国人客の急増を受け、近年、東京都の宿泊施設の稼働率が８割超と高い水準で推

移している。今後見込まれる訪日外国人客の更なる増加への対応や、幅広い外国人のニー

ズにあった宿泊施設の供給が求められる。 

こうした中、国土交通省による一昨年６月の宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度

の創設に係る通知を活用し、新築のみならず老朽化した宿泊施設の増改築・用途変更も含

めて、大規模なものから小規模なものまで多様な宿泊施設の供給を促進し、適切な場所へ

の立地を政策的に誘導していくことが求められる。他方、本年６月に施行される住宅宿泊

事業法による民泊サービスについても、衛生・安全の確保と観光の促進を両立させる健全

な民泊に向け、区市町村や国との連携が望まれる。 

さらに、都市部において貸切バスによる路上混雑が生じており、周辺の事業者から対応

を求める声があがっている。主要駅や空港等に加えて、都市部においても貸切バス専用の

乗降スペースや駐車場を確保することが必要である。東京都では、平成３０年度予算にお

いて、新たに観光バス駐車場整備補助の新設が掲げられていることからも、区市町村と連

携のうえ、東京２０２０大会のみならず、大会以降の需要も見据えた効果的な支援が望ま

れる。 

 

○道路空間や沿道の温度上昇抑制対策の推進 

 東京２０２０大会は、一年で最も気温が高くなる夏季に開催されることから、大会の成

功に向けて、競技者や観客等の暑さ対策が重要な課題となっている。こうした中、路面温

度上昇抑制機能を有する舗装や道路空間における緑陰形成、沿道の民有地の緑化等は、ヒ

ートアイランド現象の緩和や快適な都市空間の形成にも寄与することから、「２０２０年

実行プラン」に掲げられた暑さ対策について、大会の開催に向け鋭意推進していくととも

に、観光スポット等、歩行往来が多い地域等への更なる展開が期待される。 

 

○無料Ｗｉ－Ｆｉ利用環境の向上 

旅行者が観光情報を収集する主な手段として、ＩＣＴ化の進展に対応した機器の利用が

進んでいる一方で、外国人旅行者が困ったことの上位に無料公衆無線ＬＡＮ環境の不足が

挙げられている。従って、「２０２０年に向けた実行プラン」に記載の通り、外国人旅行者

が多く訪れる地域や東京２０２０大会の競技会場周辺における無料Ｗｉ－Ｆｉの整備など、

外国人旅行者が利用しやすい通信環境の整備に向けた取組を加速していくことが求められ

る。また、地域の観光・防災拠点における無料Ｗｉ－Ｆｉについては、設置後の維持・管理

費が観光協会や商店街等のエリアオーナーの課題になっていることから、その支援策が期

待される。加えて、空港・駅、宿泊・商業施設、大会の競技会場など旅行者が集まる施設や

エリアにおいて、事業者の垣根を越えてシームレスにＷｉ－Ｆｉ接続できる認証連携の仕

組みを国・関係機関との連携のもと構築されたい。 
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○自動走行の実現に向けた環境整備、 

ＩＣＴ活用による行動支援の普及・活用等、技術革新の加速化 

 東京都は、「都市づくりのグランドデザイン」や「２０２０年実行プラン」において、自

動運転技術を活用した都市づくりへの展開を掲げており、技術革新の展開に向けた積極的

な取組が期待されるところである。 

自動運転技術については、２０２０年を目標にトラックの高速道路での後続無人での隊

列走行や、無人自動走行による移動サービスを実現することを目指し、国をあげて、公道

実証等が進められている。自動走行の実現は、交通事故の減少、交通渋滞の緩和、高齢者等

の移動支援など、さまざまな効果が期待されていることから、官民が緊密に連携し、課題

や問題点等を含め十分に検討を重ね、技術の確立や実現に向けた取組を加速していくこと

が望ましい。具体的には、「東京自動走行ワンストップセンター」の活用等を通じ、羽田空

港や臨海地域等における最先端の実証を推進するともに、今後、高齢人口が増えることな

ども踏まえ、都心においても、エリア物流の自動化に向けた一定の地域における実験の推

進が望まれる。合わせて、事故発生時の責任の所在を明らかにするなど、自動走行の実現

には不可欠である法整備に向けても、国と連携のうえ、検討を進められたい。 

他方、ユニバーサル社会の構築に向け、屋内外の電子地図や屋内測位環境等の空間情報

インフラの整備・活用および移動に資するデータのオープンデータ化等についても積極的

に推進されたい。 

このように、将来の日本の国土を支える技術革新を実現するためには、東京２０２０大

会は大きなチャンスであることからも、一連の計画に基づき、技術革新に向けた取組を鋭

意推進されたい。 

 

○水素・燃料電池等、次世代を見据えたスマートエネルギー都市の実現 

環境性、強靭性と未来に向けた革新性を併せ持つ「スマートエネルギー都市」の実現に

向け、プランを着実に実行していくことが必要である。そのためにも、引き続き、中小・小

規模事業者も取り組みやすいＬＥＤ照明への更新や、自社のＣＯ２排出量の把握を踏まえ

た省エネ対策を推進し、環境負荷の低減を確実に実現することが重要である。また、都内

で進展する再開発や建物の建替えにあたっては、ベースロード電源からの系統電力とコー

ジェネレーションシステム等の自立分散型電源を組み合わせることでエネルギーの面的利

用を実現し、自立化と多重化を推進することによって、低炭素化と強靭化を同時に推進す

ることが必要である。 

さらに、環境性の観点からの再生可能エネルギーの導入促進にあたっては、太陽光のほ

かにも、安定した出力を得られるバイオマス、地中熱や排熱、および水素など地域特性に

応じたエネルギーの多様化が必要であり、この点を踏まえた支援の継続が重要である。ま

た、特に太陽光などの変動電源の導入を促進するにあたっては、系統の安定性を維持する

ためにも、個別の建物や域内でのエネルギーマネジメント、エネルギーの融通等を含むス

マート化の推進と、そのための技術開発支援を継続すべきである。 

水素社会の実現に向けた取組については、２０２０年に向けた燃料電池バス等の導入開

始、燃料電池の普及、ＣＯ２フリー水素の活用に向けた協定の締結、共同研究が開始され

るなど着実に取組が進んでいるものと考えるが、次世代のためにも、今後はそのスピード

を加速して取り組むべきである。 
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（４）インフラの基盤等 

首都圏のみならず全国的に人口減少、少子化、高齢化が進行する中で、東京及び首都圏

が持続的な成長を実現していくには、トラックの積載率が５割を切る状況や、道路移動時

間の約４割が渋滞に費やされている状況などに対し、国土交通省による「生産性革命」の

取組のように、様々な社会の「ムダ」を減らして、労働者の減少を上回る生産性の向上に向

けた取組が必要である。とりわけ、インフラにおいては、建設生産性２割向上を目指した

「i-Construction」の推進が重要である。 

他方、建設業では若手入職者の減少や高齢化の進行が問題になっていることからも、生

産性向上と併せ、適正な賃金水準の確保や、週休二日制の普及など、労働環境の改善等を

踏まえた業界の魅力向上を通じ、女性を含む若年層の入職をより一層促進するなど、イン

フラ整備の現場を支える担い手・技能人材の確保・育成が必要である。国及び事業者等の

関係者が緊密に連携したうえで、これらの一連の取組を着実に展開し、建設業のＰＲの促

進が期待される。 

また、都市整備や交通政策には、限られた財源の中で「選択と集中」により最大の効果を

上げていく視点が不可欠であり、その際、地域社会に関係するあらゆる主体が積極的に議

論を積み重ね、合意形成を図っていくことが重要な要素となる。 

従って、インフラ整備には、民間投資の誘発、物流・人流の効率化・円滑化、安全・安心

への寄与、既存施設の有効活用（「賢く使う」取組）など、個々のインフラの「ストック効

果」を最大限に引き出すことが求められている。ビッグデータやアンケート等の多様な手

法を用いてストック効果を可能な限り客観的に把握し公表する「見える化」や、インフラ

の見学はもとより、ストック効果をさらに効果的に提供しユーザーと共有する「見せる化」

に資する取組を実施することで、ユーザーがストック効果をより実感しやすい環境を整備

していくことが肝要である。そうすることで、インフラ整備の意義や重要性に係る国内外

の多くの人々の理解を促進していくことが重要である。なお、更には民間投資を引き出す

ためにも、供用時期等の見通し等をきめ細やかに情報提供していくことが重要である。 

東京都においても、東京２０２０大会を契機としたレガシー形成に向けて、上記の観点

を踏まえたインフラの生産性革命やストック効果の最大化に努めるとともに、これらの結

果については、「２０２０年実行プラン」のレビュー等に反映させるなど、取組や効果の見

える化に努められたい。 

 

以上 

２ ０ １ ８ 年 度 第 ４ 号 
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